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土曜日の市民課窓口（試行）開設日：田無庁舎…９月１０日、２４日（２４日は納付窓口も開設）　保谷庁舎…９月３日、１７日　午前９時～午後０時３０分 ◆市民課（�田 �内線１４６１）◆納税課（�田 �
内線１３５５）◆保険年金課（�田 �内線１４８１）

■
な
ぜ
、
介
護
保
険
施
設
サ
ー

ビ
ス
な
ど
の
居
住
費
や
食
費
が

自
己
負
担
に
な
る
の
で
し
ょ
う

か
　

現
在
、
居
宅
で
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
て
い
る
方
は
、
居

住
費
（
家
賃
・
光
熱
水
費
）
や

食
費
を
自
己
負
担
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
介
護
保
険
施
設

な
ど
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
て
い
る
方
は
、
居
住
費
や
食

費
の
大
部
分
が
介
護
保
険
か
ら

給
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
差
を
見
直
し
、

公
平
性
を
図
る
た
め
に
、
介
護

保
険
施
設
な
ど
の
居
住
費
や
食

費
が
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

実
際
に
負
担
し
て
い
た
だ
く
居

住
費
・
食
費
の
額
は
、
平
均
的

な
費
用
等
を
考
慮
し
た
う
え

で
、施
設
や
事
業
者
が
設
定
し
、

利
用
者
と
の
契
約
に
よ
り
決
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

所
得
の
低
い
方
は
負
担

が
軽
減
さ
れ
ま
す �
�
 

　

所
得
の
低
い
方
（
世
帯
全
員

が
住
民
税
非
課
税
者
ま
た
は
生

活
保
護
受
給
者
）に
対
し
て
は
、

居
住
費
や
食
費
の
負
担
が
重
く

な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
、
負
担

の
軽
減
が
図
ら
れ
ま
す
。
負
担

の
軽
減
を
受
け
る
た
め
に
は
市

へ
の
申
請
が
必
要
で
す
。

　

介
護
保
険
施
設
な
ど
を
利
用

し
、
居
住
費
お
よ
び
食
費
の
負

担
の
軽
減
の
対
象
と
な
り
う
る

方
に
は
、
申
請
書
を
お
送
り
し

ま
す
の
で
、
９
月
末
ま
で
に
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。申
請
後
、

軽
減
の
対
象
と
な
る
か
を
確
認

し
、
対
象
と
な
る
方
に
は
、「
負

担
限
度
額
認
定
証
」
を
お
送
り

し
ま
す
。

　

届
い
た
「
負
担
限
度
額
認
定

証
」
を
施
設
に
提
示
す
る
と
、

負
担
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
ま

す
。

◆
介
護
保
険
課（
�保
 
�
内
線　

）
2323

【10月から食費等が自己負担となるサービス】

　自 己 負 担
　となる費用　　　　　　　　　サービスの種類

居住費＋食費

①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

施設サービス ②介護老人保健施設（老人保健施設）

③介護療養型医療施設

④短期入所生活介護（ショートステイ）

居宅サービス
⑤短期入所療養介護（ショートステイ）

食　　費
⑥通所介護（デイサービス）

⑦通所リハビリテーション（デイケア）

　

月
１
日
か
ら

１０　

介
護
保
険
制
度
が
変
わ
り
ま
す

　

新
保
険
証
（
世
帯
単
位
）
を
、

９
月
中
旬
か
ら
配
達
記
録
で
お
送

り
し
ま
す
。
配
達
日
に
不
在
の
と

き
に
は
、
不
在
票
が
ポ
ス
ト
に
投

函
さ
れ
ま
す
。
直
接
郵
便
局
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
郵
便
局
で
の
保
管
期

間
経
過
後
は
保
険
年
金
課
（
田
無

庁
舎
２
階
、
保
谷
庁
舎
１
階
）
で

の
受
け
取
り
と
な
り
ま
す
。
身
分

を
証
明
す
る
も
の
（
免
許
証
・
パ

ス
ポ
ー
ト
・
保
険
証
・
医
療
証
等
）

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
な
お
、
郵

便
局
で
の
配
達
事
情
に
よ
り
、
２

週
間
程
度
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
新
し
い
保
険
証

◎
一
般
被
保
険
者
世
帯
…
国
民
健

康
保
険
証
（
濃
ク
リ
ー
ム
色
）

◎
退
職
者
医
療
制
度
該
当
世
帯
…

国
民
健
康
保
険
退
職
被
保
険
者
証

（
空
色
）

▽
有
効
期
限　
　

月
１
日
〜
平
成

１０

　

年
９
月　

日

１９

３０

　

新
し
い
保
険
証
が
交
付
さ
れ
た

ら
、
必
ず
内
容
の
確
認
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

保
険
証
に
名
前
が
記
載
さ
れ
て

い
る
方
で
、
す
で
に
他
の
健
康
保

険
の
資
格
が
あ
る
方
や
、
転
出
さ

れ
た
方
、
住
所
の
変
更
が
あ
る
方

は
、
市
役
所
ま
た
は
出
張
所
の
窓

口
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　

現
在
受
診
中
の
方
で
、　

月
以

１０

降
も
継
続
し
て
受
け
る
方
は
、
医

療
機
関
の
窓
口
に
新
し
い
保
険
証

を
提
示
し
、
確
認
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。

※
現
在
使
用
中
の
保
険
証
（
う
ぐ

い
す
色
・
藤
色
）
は
、
有
効
期
限

が
９
月　

日
（
金
）
ま
で
と
な
っ

３０

て
い
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
保
険
年
金
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１４８１
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▽
資
格　

お
お
む
ね　

〜　

歳
の

22

55

心
身
と
も
に
健
康
で
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方

①
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
マ
ネ
ー
ジ
ャ

ー
講
習
の
修
了
証
書
を
有
し
、
パ

ソ
コ
ン
操
作
が
で
き
る
方

②
今
後
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
講
習
会
に
受
講
意
欲
の

あ
る
方
で
ス
ポ
ー
ツ
経
験
者
、
パ

ソ
コ
ン
操
作
が
で
き
る
方

▽
申
込　

市
販
の
履
歴
書
（
写
真

貼
付
）
と
保
谷
庁
舎
3
階
ス
ポ
ー

ツ
振
興
課
に
あ
る
応
募
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
9
月　

日
12

（
月
）
ま
で
に
直
接
ス
ポ
ー
ツ
振

興
課
へ
。
提
出
さ
れ
た
履
歴
書
等

は
返
却
で
き
ま
せ
ん
。　

※
選
考
結
果
は
、
本
人
へ
9
月
下

旬
に
通
知
し
ま
す
。

▽
報
酬　

月
額
約
8
万
円
程
度　

▽
勤
務
条
件　

週
5
日
（
土
・
日

曜
日
、
祝
日
を
含
む
）
午
前
8
時

　

分
〜
午
後
9
時
の
間
の
４
〜
５

30時
間
の
交
代
勤
務

▽
勤
務
地　

に
し
は
ら
ス
ポ
ー
ツ

ク
ラ
ブ（
西
原
総
合
教
育
施
設
内
・

西
原
町
4
〜
5
〜
6
）

▽
雇
用
期
間　
　

月
１
日
〜
平
成

10

　

年
3
月　

日

１８

31

▽
雇
用
先　

に
し
は
ら
ス
ポ
ー
ツ

ク
ラ
ブ
準
備
委
員
会

◆
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
（
�保
 
�
内
線

　

）　
2715

▽
返
却
場
所　

障
害
福
祉
課
（
保

谷
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
田
無
庁

舎
１
階
）、
各
出
張
所
、
福
祉
会
館

◆
障
害
福
祉
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２３４１

�　

都
市
計
画
案
の
区
域
内
に
住
所

ま
た
は
利
害
関
係
の
あ
る
方
は
、

期
間
中
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。　

▽
縦
覧
の
期
間
・
場
所　

９
月
１

日
（
木
）
〜　

日
（
水
）・
都
市
計

１４

画
課
（
保
谷
庁
舎
５
階
）

▽
意
見
書
の
提
出
先
等　

９
月　
１４

日
（
水
）（
必
着
）
ま
で
に
〒　

―
２０２

　

西
東
京
市
役
所
保
谷
庁
舎
都
市

８５５５計
画
課
に
持
参
ま
た
は
郵
送

◆
都
市
計
画
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２４１３

�　

に
し
は
ら
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

は
、　

月
の
設
立
に
向
け
て
、
現

１０

在
準
備
中
で
す
。
総
合
型
地
域
ス

ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
と
し
て
、
市
民
の

皆
さ
ん
が
運
営
す
る
こ
の
ク
ラ
ブ

の
事
務
員
を
募
集
し
ま
す
。　

▽
職
務
内
容　

に
し
は
ら
ス
ポ
ー

ツ
ク
ラ
ブ
の
管
理
に
関
わ
る
一
般

事
務
と
相
談
業
務

▽
人
数　

４
人

西
東
京
都
市
計
画
生

西
東
京
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区
変
更
案

産
緑
地
地
区
変
更
案

の
公
告
お
よ
び
縦
覧

の
公
告
お
よ
び
縦
覧

に
し
は
ら
ス
ポ
ー
ツ

に
し
は
ら
ス
ポ
ー
ツ

ク
ラ
ブ
事
務
員
募
集

ク
ラ
ブ
事
務
員
募
集

■
心
身
障
害

者
医
療
費
助

成
制
度
…
東

京
都
が
医
療

費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▽
助
成
対
象　

市
内
在
住
の
、
身

体
障
害
者
手
帳
の
１
･
２
級
（
内

部
障
害
の
方
は
３
級
を
含
む
）、ま

た
は
愛
の
手
帳
１
･
２
度
に
該
当

す
る
方
。
た
だ
し
、
次
の
方
は
除

か
れ
ま
す
。

①
所
得
制
限
の
基
準
額
を
超
え
て

い
る
方　

②
生
活
保
護
を
受
け
て

い
る
方　

③
児
童
福
祉
法
ま
た
は

知
的
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
施
設

に
入
所
し
て
い
る
方　

④　

歳
以

65

上
に
な
っ
て
か
ら
身
体
障
害
者
手

帳
や
愛
の
手
帳
を
取
得
さ
れ
た
方

　

⑤
申
請
す
る
と
き
の
年
齢
が　
65

歳
以
上
で
あ
る
方
（
都
外
か
ら
の

転
入
者
等
、
対
象
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
）　

⑥
老
人
保
健
法
の

対
象
者
で
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て

い
る
方

※
�障
 

受
給
者
証
更
新
に
伴
い
、
一

部
の
方
の
負
担
者
番
号
が
変
更
さ

れ
て
い
ま
す
。
医
療
機
関
に
受
診

す
る
際
は
、
必
ず
新
し
い
�障
 

受
給

者
証
を
医
療
機
関
の
窓
口
へ
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
古
い
受
給
者
証
は
使
用

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
返
却
し
て
く

だ
さ
い
。

�　

家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、

登
記
所
へ
滅
失
登
記
を
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
滅
失
登
記
が

遅
れ
る
と
き
や
、
未
登
記
家
屋
を

取
り
壊
し
た
と
き
は
、
資
産
税
課

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
資
産
税
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１３４１

�　

９
月
１
日
か
ら
平
成　

年
８
月

１８

　

日
ま
で
使
用
す
る
新
し
い
�障
 

受

３１給
者
証
を
送
り
ま
し
た
。
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
所
得
制
限
基
準
額
は

左
表
の
と
お
り
で
す
。
所
得
が
基

準
額
を
超
え
た
方
に
は
、
助
成
事

由
消
滅
通
知
書
を
送
り
ま
し
た
。

家
屋
を
取
り
壊
し
た

家
屋
を
取
り
壊
し
た

と
き
は
ご
連
絡
を

と
き
は
ご
連
絡
を

新
し
い

新
し
い
��障障
受
給
証
を

 

受
給
証
を

交
付
し
ま
し
た

交
付
し
ま
し
た

おお
知知
らら
せせ

所得限度額
（９月１日～平成１８年８月３１日）

基準額扶養親族の数
３,６０４,０００円０人
３,９８４,０００円１人
４,３６４,０００円２人
４,７４４,０００円３人
５,１２４,０００円４人
５,５０４,０００円５人

�　

傍
聴
希
望
の

方
は
事
前
に
担

当
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

■
公
民
館
・
図
書
館
施
設
整
備
懇

談
会
（
中
央
図
書
館
・
内
線　

）
1672

…
９
月
１
日
（
木
）
午
後
２
時
・

田
無
公
民
館
・
公
民
館
、
図
書
館

の
施
設
整
備
の
概
要
に
つ
い
て
・

傍
聴
５
人　

■
環
境
審
議
会
（
環

境
保
全
課
・
内
線　

）
…
９
月
５

２２１５

日
（
月
）
午
後
７
時
・
イ
ン
グ
ビ

ル
・
環
境
学
習
の
基
本
的
な
考
え

方
に
つ
い
て
・
傍
聴
５
人

　
　

寄
付
・
寄
贈

▽
住
友
重
機
械
工
業
株
式
会
社
田

無
製
造
所
様

（
ス
ポ
ー
ツ
用
具
一
式
）

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

◆
管
財
課
（
�田
 
�
内
線　

）
1211

審
議
会
開
催
情
報

審
議
会
開
催
情
報

�����

��������	�

　保険証（国民健康保険被保険
者証）は、国民健康保険に加入
している証明書であり、お医者
さんにかかるときに必要なもの
です。大切に保管しましょう。

・交付されたら記載内容を必ず
　確認しましょう。勝手に書き
　かえると無効になります。
・他人と貸し借りしてはいけま
　せん。法律により罰せられま
　す。
・コピーした保険証は使えませ
　ん。

　

介
護
保
険
法
が
改
正
さ
れ
、　

月
１
日
か
ら
、
介
護
保
険
施
設

１０

な
ど
の
居
住
費
・
食
費
、
通
所
系
サ
ー
ビ
ス
の
食
費
が
自
己
負
担

と
な
り
ま
す
（
下
表
）。

�
財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財
政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政
白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白
書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書
ををををををををををををををををををををををををををををををををを
作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作
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市
民
の
皆
さ
ん
に
市
の
財
政
状
況
を
ご
理
解
い
た
だ
く
た
め
に
「
財
政

白
書
」
を
作
成
し
ま
し
た
。
今
後
の
市
の
行
財
政
運
営
の
あ
る
べ
き
姿
と

行
財
政
改
革
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
議
論
す
る
際
の
素

材
と
し
て
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

財
政
白
書
は
、
９
月　

日
（
木
）
か
ら
田
無
庁
舎
３
階
財
政
課
、
田
無

１５

・
保
谷
両
庁
舎
１
階
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に

な
れ
ま
す
。
冊
子
を
ご
希
望
の
方
は
、
各
窓
口
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

◆
財
政
課
（
�田
 
�
内
線　

、　

）

1131

1136

　

８
月　

日
号
の
市
報
で
、
９
月

１５

２
日
（
金
）
か
ら
開
催
予
定
と
お

知
ら
せ
し
た
平
成　

年
第
３
回
市

17

議
会
定
例
会
は
、
９
月
９
日
（
金
）

開
催
と
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

◆
議
会
事
務
局
（
�田
 
�
内
線　

）
1721

市
議
会
開
催
情
報

市
議
会
開
催
情
報

■
期
日
前
投
票
・
不
在
者
投
票

▽
と
き　

8
月　

日
（
水
）
〜
9

31

月　

日
（
土
）
午
前
８
時　

分
〜

10

３０

午
後
８
時
（
土
・
日
曜
日
も
同
じ
）

※
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査

の
期
日
前
投
票
・
不
在
者
投
票
期

間
は
、
9
月
4
日
（
日
）
〜　

日
10

（
土
）

▽
と
こ
ろ　

①
田
無
庁
舎
２
階
市

民
会
議
室　

②
保
谷
東
分
庁
舎
地

下
会
議
室
（
保
谷
庁
舎
隣
） 

※
い
ず
れ
の
期
日
前
投
票
所
・
不

在
者
投
票
所
で

も
投
票
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、

在
外
選
挙
人
の

期
日
前
投
票
・
不
在
者
投
票
は
、

②
保
谷
東
分
庁
舎
の
み
の
投
票
所

に
な
り
ま
す
。

▽
持
ち
物　

投
票
所
入
場
整
理
券

（
届
い
て
い
る
場
合
）

※
印
鑑
は
不
要
で
す
。

◆
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
�保
 

�
内
線　

）
2811

第　

回
衆
議
院
議
員
選
挙
・
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査

４４
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